
 

 

 

 

「人権の花」運動 

                     所長 三 浦 卓 也 

法務省の人権擁護機関では、主にこどもを

対象とした啓発活動として昭和５７年度から

「人権の花」運動を実施しており、今年度、

本園もこの取組に参加をしております。 

この運動は、配付した花の苗などをこども

たちが協力して育てる活動を通し、生命の尊

さを実感し、優しさや思いやりの心を育むこ

とを目的としています。５月２０日には、札

幌市法務局や古平町人権擁護委員の方々が来

園し、４、５歳児を対象に目録の贈呈式（代

表：りむ君、あおま君）やプランターへの花

植えを行いました。

「人権の花」は玄関前

に置き、水やりや草取

り等のお世話をしてい

きますので、お越しの

際はぜひご覧いただけ

れば幸いです。 

【 教育・保育目標 】 

☆げんきな子  ☆やさしい子 

☆かんがえる子 ☆がんばる子 

発行日 令和６年６月２１日 

発行日 令和７年６月２７日 

 

 

 ３日（火）に札幌円山動物園へ行ってきまし

た。うす曇りの心地よい気候に恵まれ、こども

たちは、事前に決めていた「会いたい動物」を

探しながら、園内を夢中で見学していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頑張って歩いたよ～遠足 
２５日に実施した遠足は、真夏日に近い気温の

ため行程を変更して「ふるびら温泉」まで歩きま

した。以上児さんは未満児さんの手をつないでエ

スコートし、全園児が、無事、目的地に着きまし

た。その後、園に戻ってレクを楽しみ、お弁当に

舌鼓を打ちました。お忙しい中、保護者の皆様に

は、愛情たっぷりのお弁当を作っていただきあり

がとうございました。 



・・・お知らせとお願い・・・             

琴平神社祭典について（７月１２日・１３日） 

●こどもだけでお祭りを見に行ったり、出店へ買い物に行ったりすることのないように気をつけてくださ 

い。お祭り見学は、保護者同伴です。 

●知らない人から物をもらったり、車に乗ったりしないよう家庭でも十分指導してください。 

 

衛生面について   

●湿っぽい季節になり、湿度・温度が上がり食中毒が発生しやすくなります。 

水筒・箸・箸ケース・コップは毎日きれいに洗いましょう。臭いやカビの原因になります！               

●園庭で砂遊びをすることが増えます。手、足の爪の確認をお願いします。また、深爪や傷にも注意して 

ください。水いぼなど皮膚に気になる症状がある場合は、活動を制限したり、登園を控えてもらう場合 

があります。早めの受診をお願いします。 

●汗をかくことが多くなってきました。着替えを多めに持たせてください。 

着替えを持ち帰った際は、翌日に補充分の着替えを持たせてください。また、 

着替えの衣替えもお願いします。各自、保育室内の着替えボックスの管理をお願いします。 

＊全園児、汗拭きタオルの持参をお願いします。使用した日は持ち帰ります。 

   

欠席について 

●長期欠席や事前に決まっている家庭の用事での欠席は、担任へお知らせください。 

土曜日は学校が休みということもあり欠席が増えます。午睡用寝具の持ち帰り準備や、給食食数の目安 

にもなりますので、欠席が事前に分かっている場合はお知らせください。 

仕事がお休み等、家庭で保育ができる方については、お子さんとの触れ合いをより一層深めるためにも 

家庭での時間を大切にしましょう。 

「地産地消」給食！～古平産のアスパラ・いちご～ 

 地元農家さんの協力のもと、古平町で採れた野菜・果物などを給食に取り入れています。５月は「堀農

園（堀清様）」のアスパラをバターソテーにして、６月にはいちごを食べました。地元で採れた旬の野菜

や果物を口にしたこどもたちからも「美味しい！」と喜びの声が聞かれました。 

今後も古平町の新鮮な旬の野菜や果物をたくさん使います。こどもたちと一緒に、地元

の食材を知り、食の大切さを学んでいこうと思います。

また、幼児センター畑の野菜も栽培中です。生長を楽

しみにしながら、水やりや草取りを頑張っているこど

もたちです！ 

【園庭】きゅうり・ミニトマト・はつか大根・ピーマ

ン、なす 

コスモスは、毎年秋に採種し、春に園庭に蒔いてい 

ます。 

【花壇】じゃがいも・さつまいも・人参・枝豆 

〈７月の行事予定〉 

１日（火） 個人懇談 

（４日まで） 

１５日（火） 食育指導（４・５歳児） 

１８日（金） 人形劇鑑賞会 

２２日（火） 身体測定週間 

２３日（水） 誕生会 

  

 


